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子
ど
も
手
当
の
申
請

　

4
月
中
旬
に
、
子
ど
も
手
当
の
手
続
き

が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
へ
案
内
文
書
を
送

付
し
ま
し
た
。
提
出
が
必
要
な
人
は
早
急

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

公
務
員
の
場
合
は
所
属
庁
か
ら
支
給
し
ま

す
の
で
、
勤
務
先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

子
ど
も
手
当
現
況
届

　

5
月
末
に
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
者

で
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
人
へ
、
現

況
届
と
案
内
文
書
を
6
月
中
旬
に
送
付
し

て
い
ま
す
。
未
提
出
の
人
は
早
急
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

4
月
〜
5
月
に
「
子
ど
も
手
当　

額
改

定
請
求
書
」（
中
学
2
・
3
年
生
の
生

徒
ま
た
は
新
た
に
出
生
し
た
児
童
の
増

額
請
求
）
を
提
出
し
、
認
定
さ
れ
た
人

に
つ
い
て
も
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。　

※ 

4
月
〜
5
月
に
「
子
ど
も
手
当　

認
定

請
求
書
」
を
提
出
し
、認
定
さ
れ
た
人
に

つ
い
て
は
現
況
届
の
提
出
は
不
要
で

す
。　
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児
童
扶
養
手
当
の
父
子
家
庭
へ
の
支
給

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
に

対
す
る
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
従
来
支

給
対
象
と
な
っ
て
い
る
母
子
家
庭
の
母
な

ど
に
加
え
、
8
月
1
日
か
ら
父
子
家
庭
の

父
に
も
支
給
さ
れ
ま
す
。
11
月
30
日
ま
で

に
申
請
し
、
認
定
さ
れ
た
場
合
は
、
次
の

取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

・
7
月
31
日
ま
で
に
支
給
要
件
に
該
当
し

て
い
る
人
…
8
月
分
か
ら
支
給

・
8
月
1
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
に
支
給

要
件
に
該
当
し
た
人
…
要
件
に
該
当

し
た
日
の
翌
月
分
か
ら
支
給

※
手
当
の
初
回
支
払
い
は
早
く
て
12
月
10

日
に
な
り
ま
す
。

　

12
月
1
日
以
降
に
申
請
し
、
認
定
を
受

け
る
と
、
申
請
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
と

な
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

　

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
、
18
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
31
日
ま

で
の
児
童
、
ま
た
は
20
歳
未
満
で
政
令
の

定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童

を
監
護
し
て
い
る
母
、
ま
た
は
児
童
を
監

護
し
、
か
つ
生
計
を
同
一
に
し
て
い
る

父
、
ま
た
は
母
・
父
に
代
わ
っ
て
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
（
児
童
と
同
居
し
、
監

る
児
童
（
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
程

度
）　

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童　

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
1
年

以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童　

⑥
父
ま
た

は
母
が
法
令
に
よ
り
1
年
以
上
拘
禁
さ
れ

て
い
る
児
童　

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い

で
出
産
し
た
児
童

〈
必
要
な
書
類
〉

　

子
ど
も
支
援
課
の
窓
口
で
相
談
の
上
、

必
要
書
類
を
説
明
し
ま
す
。

〈
受
給
資
格
が
喪
失
す
る
場
合
〉

　

手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
で
も
次
の
よ

う
な
場
合
に
当
て
は
ま
る
と
き
は
、
受
給

資
格
が
喪
失
し
ま
す
の
で
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

①
受
給
者
ま
た
は
児
童
が
日
本
国
内
に
住

所
を
有
し
な
い
と
き　

②
受
給
者
が
公
的

年
金
・
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
（
老
齢
福
祉
年
金
を
除
く
）　

③

児
童
が
父
ま
た
は
母
の
死
亡
に
つ
い
て
公

的
年
金
・
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き　

④
児
童
が
父
ま
た
は
母
に
支

給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
額
の
加
算
対
象
と

な
っ
た
と
き　

⑤
児
童
が
児
童
福
祉
施
設

な
ど
に
入
所
し
た
と
き
、
里
親
に
預
け
ら

れ
た
と
き　

⑥
児
童
が
父
（
母
が
受
給
者

の
場
合
）
ま
た
は
母
（
父
が
受
給
者
の
場

合
）
と
生
計
同
一
に
な
っ
た
と
き　

⑦
父

ま
た
は
母
が
婚
姻
し
た
と
き
（
婚
姻
届
は

提
出
し
て
い
な
い
が
、
生
活
な
ど
を
共
に

し
、
事
実
上
婚
姻
関
係
に
あ
る
と
き
を
含

む
）　

⑧
児
童
を
養
育
・
監
護
し
な
く
な

っ
た
と
き

市の話題

子ども手当の手続きはお済みですか

護
し
、
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
）
が

受
給
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ほ
か
に
公
的
年

金
、
遺
族
補
償
の
受
給
状
況
、
所
得
制
限

と
い
っ
た
一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

〈
支
給
要
件
〉

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童　

②
父

ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童　

③
父
ま
た

は
母
が
政
令
で
定
め
る
重
度
の
障
害
に
あ

〈所得制限〉
支給を受ける人や扶養義務者の所得により手当の一部または全部が支給さ
れない場合があります。

扶養親族
の数

所　　得　　額
請求者（父または母または養育者） 配偶者、扶養義務者、

孤児などの養育者全部支給 一部支給
0人 190,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 570,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 950,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,330,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満

※この所得額は、給与所得控除額等を控除した後の額です 
※ 受給資格者が父または母から養育費を受けているとき、政令の定めるところにより相
当額を加算した額が所得額になります

父
子
家
庭
へ
給
付
拡
大

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
請
求
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

現
況
届
・
所
得
状
況
届
の
提
出
を
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当
を
受
け
る
資
格
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

一
定
要
件
に
該
当
し
て
い
る
受
給
者

は
、
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
、
毎
年
、

一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者
に

は
、
6
月
末
に
関
係
書
類
を
事
前
に
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
現
況
届
提
出
時
に
合

わ
せ
て
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
平
成
21
年
度
全
部
停
止
で
あ
っ
た
対

象
者
も
平
成
22
年
度
分
と
し
て
、
現
況
届

提
出
と
同
時
に
適
用
除
外
事
由
届
出
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。
提
出
が
遅
れ
た
場

合
、
受
給
者
に
と
っ
て
不
利
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
の
受
け
付

け
は
8
月
2
日
㈪
か
ら
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
所
得
状
況
届
の
受
け
付
け
は

8
月
11
日
㈬
か
ら
行
い
ま
す
。

8
月
は
手
当
の
支
払
月
で
す

　

児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
支
払
い
は
、
8
月
11
日
㈬
に
指
定
さ
れ

た
金
融
機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。

母
子
家
庭
の
自
立
支
援
制
度

　

母
子
家
庭
の
自
立
・
就
労
を
支
援
す
る

た
め
、「
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
」・

「
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
」
の
制
度
が
あ

り
ま
す
（
所
得
制
限
あ
り
）。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

t
子
ど
も
支
援
課
☎
870
・
9
6
5
5

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

政
令
に
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
家
庭
で
養
育
し
て
い

る
父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は
父
母
に
代

わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
（
児
童

と
同
居
し
、
監
護
し
、
生
計
を
維
持
し
て

い
る
こ
と
）
が
受
給
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ほ
か
に
公
的
年
金
の
受
給
状
況
・
所
得
制

限
と
い
っ
た
一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

〈
必
要
な
書
類
〉

　

対
象
と
な
る
児
童
の
診
断
書
、
戸
籍
謄

本
、
住
民
票
、
請
求
者
の
口
座
、
印
鑑
な

ど
、
詳
し
く
は
子
ど
も
支
援
課
で
説
明
し

ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
け
て
い
る
人
へ

　

受
給
資
格
な
ど
の
認
定
を
受
け
た
人

は
、
毎
年
8
月
に
現
況
届
な
ど
を
提
出
す

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
届
け
に
よ
っ
て
手
当
を
引
き
続
き
受
け

ら
れ
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し

ま
す
。

　

現
況
届
な
ど
の
案
内
は
、
児
童
扶
養
手

当
の
受
給
者
（
支
給
停
止
者
も
含
む
）
に

は
7
月
末
に
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
者
（
支
給
停
止
者
も
含
む
）
に
は
8
月

10
日
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
な
書
類

を
添
え
て
必
ず
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
況
届
な
ど
を
提
出
し
な
い

と
、
12
月
期
（
8
〜
11
月
分
）
以
降
の
手

当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、

2
年
続
け
て
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
手

●
募
集
内
容
＝
南
郷
住
宅
（
1
戸
）、
深

野
園
住
宅
（
9
戸
）、
野
崎
松
野
園
住
宅

（
3
戸
）、
飯
盛
園
第
1
住
宅
（
3
戸
）、

嵯
峨
園
第
1
住
宅
（
9
戸
）、
嵯
峨
園
第

2
住
宅
（
6
戸
）、
嵯
峨
園
第
3
住
宅

（
2
戸
）、
楠
公
園
住
宅
（
5
戸
）【
部
屋

の
指
定
は
不
可
】
一
般
世
帯
向
け
・
親
子

近
居
世
帯
向
け
・
新
婚
世
帯
向
け
・
福
祉

世
帯
向
け
・
単
身
者
世
帯
向
け
の
区
分
を

設
け
て
い
ま
す　

●
対
象
＝
次
の
①
〜
⑥

の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
人　

①
市
内
在

住
・
在
勤
者
で
、
真
に
住
宅
に
困
っ
て
い

る
人　

②
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す

る
親
族
が
あ
る
人
（
単
身
者
の
住
宅
は
除

く
）　

③
収
入
基
準
に
合
う
人
（
入
居
予

定
者
全
員
の
収
入
が
対
象
。
申
し
込
み
世

帯
の
法
令
に
よ
る
計
算
後
の
月
収
額
が
15

万
8
千
円
以
下
、
裁
量
世
帯
に
当
て
は
ま

る
人
は
21
万
4
千
円
以
下)　

④
家
賃
を

支
払
う
こ
と
が
で
き
る
人　

⑤
保
証
人
が

あ
る
こ
と　

⑥
過
去
に
市
営
住
宅
に
居
住

し
て
い
た
人
は
、
不
正
な
使
用
（
無
断
退

去
・
滞
納
な
ど
）
が
な
い
こ
と　

●
入
居

時
期
＝
2
月
か
3
月
頃　

●
申
込
用
紙
の

配
布
＝
8
月
9
日
㈪
〜
25
日
㈬
（
用
紙
は

1
世
帯
1
部
）

m
t
8
月
25
日
（
当
日
消
印
有
効
）
ま
で

に
市
指
定
の
封
筒
で
郵
送
か
持
参
で
建
築

営
繕
課
☎
870
・
0
4
8
0

市
営
住
宅
空
き
家
入
居
者
の
募
集

　10月1日に平成22年国勢調査を実施します。国勢調査は、
法律に基づいて行われる人口と世帯に関する最も基本的な
統計調査で、日本に住んでいるすべての人が対象となりま
す。9月下旬から10月上旬にかけて国勢調査員が調査票の
配布と受け取りに伺いますので、ご協力をお願いします。
t情報統計課☎870・9393

今年は国勢調査の年です

浄
化
槽

　

公
共
下
水
道
が
使
用
可
能
な
地
域

で
（
供
用
開
始
済
み
区
域
）、
い
ま

だ
に
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
人
は
、

ト
イ
レ
を
使
用
す
る
度
に
公
共
の
水

路
や
河
川
を
汚

し
て
い
ま
す
。

思
い
当
た
る
人

は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

t
下
水
道
管
理
課
☎
870
・
0
4
9
5
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